コミュニティ活動事業助成金の申請手順

	連　合　自　治　会
	市
	備　　考

	1.交付申請（※事業実施前に）
	
	

	・助成金交付申請書（様式第１号）

・事業計画書（別添１）

・収支予算書(別添２)
	
	

	
	審査の後、「助成金交付決定通知書」を送付
	申請を受理してから１～２週間程度必要です。

	2.事業実施
	
	

	3.事業実績報告
	審査の後、「助成金確定通知書」を送付
	事業完了後に提出してください。

	・実績報告書(様式第５号)

・収支決算書(別添)

・領収証
	
	

	4.交付請求
	助成金の交付
	交付には、請求後1ヶ月程度かかります。

	　・助成金交付請求書(様式第７号)
	
	


注意事項
☆助成金の交付申請書は、必ず事業実施前に提出してください。
☆「収支予算書」及び「収支決算書」については、算出根拠を明確に記入してください。

☆事業の変更や中止などがある場合は、事前に変更（中止・廃止）承認申請書（様式第４号）を提出し、承認を受けてから実施してください。

☆事業の実績報告の際は、事業を実施したことが分かる資料のほか、領収証など金額の根拠となる書類も添付してください。

☆校区内の他の福祉・防犯活動団体等へ支出する場合は、当該団体の領収書のほか、その団体の決算（実績）報告等を提出していただく場合があります。

☆助成事業の達成のために、助成金の交付が先に必要な場合は、概算払いによる助成金の請求が可能です。概算払いを希望される場合は、ご相談ください。
